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第６章 教員・教員組織 

 

（１）現状説明 

 点検・評価項目①：大学の理念・目的に基づき、大学として求める教員像や各学部・ 

研究科等の教員組織の編制に関する方針を明示しているか。 

評価の視点１：大学として求める教員像の設定・各学位課程における専門分野に関する  

能力、教育に対する姿勢等 

評価の視点２：各学部・研究科等の教員組織の編制に関する方針（各教員の役割、連携の 

あり方、教育研究に係る責任所在の明確化等）の適切な明示 

本学の教員組織の編成に当たっては、本学の建学の精神及び理念・目的を達成するため  

「教員組織の編成方針」に基づき、教育研究を担当するに相応しい能力を有するととも 

に、臨床現場の経験が豊富であり熱意を持って、かつ、真摯に教育研究に取り組む教員を

配置することとしており、学部学科・研究科においては、大学設置基準、大学院設置基準

に定める教員数を増員するとともに、学部学科･研究科が求める教員像を踏まえ、医療系の

大学として関係法令に基づき、教育課程に相応しい教員組織を適切に編成・整備を行って

いる（資料 6-1）。 

また、医療系の大学である本学においては優れたチーム医療人の育成を図ることとして  

いるが「臨床現場に強い」人材を育成する観点から、医療機関の臨床現場等において教育  

実習・臨床実習の指導等に当たってもらうため、保健・医療・介護等の分野において優れ  

た見識・知識を有するとともに、豊富な経験を有し教育上の能力があると認められる者に

ついて、大学経営会議で選考を行い臨床教授・客員教授等に任用することとしている。 

 さらに、10 年先を見越した「東京医療保健大学ビジョン」の作成に当たり、全教職員を

対象としている「東京医療保健大学を語る会」(ＦＤ、ＳＤ活動の一環)でコンセンサスを

得た後、大学経営会議、評議員会、理事会で審議し承認された。「大学ビジョン」には、求

められる教職員像、学部・研究科像も示されておりその実現に向け進んでいる。  

教員組織の編成に当たっては、引き続き中期計画に基づき教育研究を円滑に実施する 

ため有効かつ適切な教員配置に努めることとする。また、教員に欠員等が生じた場合には、 

原則公募により募集を行うこととし、教員の採用・昇任等に当たっては教員選考規程及び 

教員選考基準に基づき公正かつ適切に行っている（資料 6-2、6-3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

点検・評価項目②：教員組織の編制に関する方針に基づき、教育研究活動を展開する 

ため、適切に教員組織を編制しているか。 

評価の視点１：大学全体及び学部・研究科等ごとの専任教員数 

評価の視点２：適切な教員組織編制のための措置 

       ・教育上主要と認められる授業科目における専任教員（教授、准教授又は 

助教）の適正な配置 

       ・研究科担当教員の資格の明確化と適正な配置 

       ・各学位課程の目的に即した教員配置（国際性、男女比等も含む） 

       ・教員の授業担当負担への適切な配慮 

       ・バランスのとれた年齢構成に配慮した教員配置 

評価の視点３：学士課程における教養教育の運営体制 

 

本学は、教員組織の編成に当たって、大学経営会議において定めた「教員組織の編成 

方針」「教員選考規程」「教員選考基準」に基づき、医療系の大学として教育課程に相応し  

い教員組織を編成することとしており、編成に際し学部学科・研究科の教育における主要

な授業科目については、専任教員の役職のバランスや医療系(看護系等)の大学であるため、

女性比率が高い傾向にあり、また実習が多いため、授業負担への配慮、年齢構成にも配慮

した選考を行い適切な配置に努めている(大学基礎データ表 4、表 5)。 

 

○教育職員（契約教職員含む） （人）

区分

　学長 1

　学事顧問（常勤） 4

　医療保健学部

看護学科
　　　　(含む助産学専攻科）

(12) 12 (9) 9 (2) 11 11 6 (23) 49

　　医療栄養学科 (3) 7 (1) 6 4 2 5 (4) 24

　　医療情報学科 (4) 5 2 2 5 1 (4) 15

小　計 (19) 24 (10) 17 (2) 17 18 12 (31) 88

　東が丘・立川看護学部

看護学科臨床看護学コース (6) 6 (10) 10 (7) 7 9 7 (23) 39

看護学科災害看護学コース 4 (1) 4 7 8 4 (1) 27

小　計 (6) 10 (11) 14 (7) 14 17 11 (24) 66

計 (25) 34 (21) 31 (9) 31 35 23 (55) 154

　大学院  

　　医療保健学研究科 (19) 1 (10) 1 (2) 0 0 0 (31) 2

　　　看護学研究科 (6) 0 (11) 0 (7) 0 0 0 (24) 0

計 (25) 1 (21) 1 (9) 0 0 0 (55) 2

合　計 (25) 35 (21) 32 (9) 31 35 23 (55) 161

※（　）は、大学院と兼務の教員であり、内数である。

教授 准教授 講師 助教 助手

計
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学士課程における教養教育の運営体制については、教育理念・目的に基づき、医療人と

して豊かな「教養の力」を身に付けるため「いのち・人間(心理学、哲学、文学、生命倫理

学等を含む)」「社会科学(経済学、社会学、法学、国際関係論等を含む)」等教養を重視し

た科目区分とし、かつ、専門科目の中でも関連するリベラルアーツを教えるなど工夫し、

豊かな教養と健全な倫理観を持ち、多職種と協働できる心温かい医療人の育成に努めてお

り、科目担当教員は一の学部学科に属しつつ全学科共通の科目を担当している。 

なお、教養教育を専門教育の中でどのように取り上げていくか運営体制を含め、さらに 

検討していく。 

 

点検・評価項目③：教員の募集、採用、昇任等を適切に行っているか。 

評価の視点１：教員の職位（教授、准教授、助教等）ごとの募集、採用、昇任等に関する 

基準及び手続の設定と規程の整備 

評価の視点２：規程に沿った教員の募集、採用、昇任等の実施 

本学は、現在(平成 29 年度末)2 学部 4 学科・2 研究科・1 専攻科を有しており、教員人 

事に当たっては、大学経営会議において定めた「教員組織の編成方針」「教員選考規程」「教

員選考基準」に基づき、医療系の大学として教育課程に相応しい教員組織を編成している。  

 創設当初は、1 学部 医療保健学部(看護学科、医療栄養学科、医療情報学科)でスタート 

したが、東が丘・立川看護学部 (平成 26 年 4 月東が丘看護学部から名称変更 )が平成 

25 年度末に完成年度を迎えたことにより、同学部の教員組織の充実が図られたこと等 

から、平成 26 年度から全学的な見地から教員人事の選考を行うこととし新たに全学委員  

会である人事委員会(学長を委員長とし、各学部長、各学科長、助産学専攻科長、各研究 

科長、大学経営会議室長、事務局長をもって組織)を設置している。 

人事委員会においては、教員の採用・昇任等に関する選考に当たって、教員選考委員会

を置くこととしており、内規に基づいた同委員会の選考審査結果に基づき、公正・厳正に

審議を行った後、大学経営会議に提案している。 

 

点検・評価項目④：ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）活動を組織的かつ多面 

的に実施し、教員の資質向上及び教員組織の改善・向上につなげて 

いるか。 

評価の視点１：ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）活動の組織的な実施 

評価の視点２：教員の教育活動、研究活動、社会活動等の評価とその結果の活用  

各学科に「ＦＤ委員会」を設置し、教育の質向上に努めているとともに、全学的なＦＤ

活動の一環として授業内容・方法の改善・充実及び教員の教育力の向上を図るため、本学

では開学当初の平成 18 年度から毎年度学生による授業評価を実施している（資料 6-4）。 

平成 28 年度の全授業科目について実施した学部学生及び大学院生による授業評価アン

ケート結果については、学内各キャンパスに掲示するとともにウェブサイトに公表してい

る（資料 2-23）。アンケートの実施に当たって、講義・演習科目と実習・実験科目に関し

てそれぞれの授業形態の特性に応じて評価項目及び評価方法の見直しを行うとともに、 

評価項目では「授業を受けて良かったと思うことがありますか」「この授業の進め方等に 
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ついて改善を図るべき事項はありますか」の項目を加え、授業における良い点及び改善 

されるべき点も抽出できるようにしている。なお、評価項目については逐次見直しを  

行っており、平成 29 年度においてもこれまでの評価方法を検証し、見直し後の評価項目で  

授業評価を実施する。 

各授業科目のアンケート結果については各担当教員に渡しており、各教員はアンケート

結果を受けて、授業において工夫を行っていること、今後授業の改善に取り組むこと等の

感想を記述したペーパーを各学科長等に提出し、各学科長等は各教員の感想等を踏まえて

「授業評価結果に関する考察」をまとめ、授業評価集計結果とともに公表している。 

授業評価結果については評価項目の経年比較を行い、学部学生による授業評価において

は「学生としての自分自身の授業態度」「教員の姿勢」「教員の教え方」「授業内容」「総合  

評価」の各項目について、着実にポイントが増えていることから、授業評価実施の効果が

確実に上がっており、学生及び教員の双方に良い結果をもたらしていると言える。また、

授業評価実施結果を公表することにより、授業評価に対する理解推進・意識啓発及び授業

内容・方法の改善・充実がより一層図られると評価することができる。 

また、全学的なＦＤ・ＳＤ活動の一環として、教育力の向上等に関するテーマに基づき

全教職員が一堂に会して発表・意見交換等を行う「東京医療保健大学を語る会」を、平成

20 年度から毎年度実施している。平成 29 年度は、平成 17 年度の開学から 13 年を経過し、

第 2 期 5 年間の中期目標・計画がスタートした年度であり、また、今後 10 年の本学の進む

べき方向について、学長のリーダーシップの下、本学の建学の精神及び教育理念・目的に

基づき検討が行われ、“明るく夢と活力に満ちた「東京医療保健大学ビジョン(案)」”が取

りまとめられたことを踏まえ、理事長が「リベラルアーツについて考える」と題して講話

を行うとともに、学長が大学ビジョンについて説明を行った。講話後、参加した教職員と

理事長、学長との活発な意見交換が行われ、教職員は改めて本学の果たすべき使命・役割

を認識する機会となった。 

さらに、外国の大学及び国内の大学等から講師を招いての講演会・研修会を毎年度開催

している（資料 6-5）。 

なお、各学部学科・研究科においては、毎年度授業目標・計画に基づくＦＤ活動報告会  

等を開催して各教員の教育力の向上に努めており、各教員においては外部機関開催による

ＦＤ研修会・セミナーへの参加、専門分野の学会への参加・発表等によりＦＤ活動に積極

的に取り組んでいる。 

今後、全学的なＦＤ活動の一環として、学士課程の 3 つの方針「学位授与の方針」 

「教育課程編成・実施の方針」「入学者受け入れの方針」の適切性等を検証し、高大接続の

関連において求められるものに見直していく。また、教員相互の資質向上を図るため各学

部学科において教員の授業参観を行って評価を行う等、ピアレビュー(同僚評価)を行って

いる。現在、一部の授業公開を行っているが、今後も授業公開を拡大することなどピアレ

ビューの活用を推進していく。 

中期目標・計画において「教育研究の質の向上及び活性化を図るため、教員の教育研究  

活動等の実績・成果を評価し、処遇等に反映する仕組みの導入を図る。」と定めていること  

を踏まえ、平成 27 年度から「教員評価規程」を定め、次のとおり当面の措置として教員  
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の教育研究活動等に係る評価(教員評価)を実施している。 

1) 教員評価実施に当たっての原則的な考え方について 

・教員評価は、教員の資質の向上と自らの能力開発の一助とすること。 

・教員評価は、教員の優れた取組を評価するプラス評価を原則とすること。 

・教員評価のための評価データ (以下「評価データ」という )は教員の自己申告に 

よること。 

2) 評価項目について 

  ・教育研究活動等の実績・成果を評価する項目を「教育活動」「研究活動」「学内外  

活動」の 3 項目とする。 

  ・「教育活動」「研究活動」の評価に当たっては、教育及び研究の質の向上を図るため 

に取り組んだ(取り組んでいる)ことについて重点をおいて評価を行う。 

   ・「学内外活動」の評価においては、全学及び各学科等における各種委員会における  

活動状況・実績、本学が主催・共催した公開講座における活動状況・実績・成果、 

学会等における活動状況・実績・成果等について重点をおいて評価を行う。  

3) 評価実施方法について 

・医療系の大学である本学においては医療機関の臨床現場及び医療関連企業等に 

おける実習等に重点をおいて教育課程を編成していること等を勘案し、3 項目全体 

による総合評価ではなく「教育活動」「研究活動」「学内外活動」の各項目による 

業績評価を行う。 

・各教員は、毎年 5 月 1 日現在で、前年度の教育研究活動等に関する具体的な取り組 

み内容について「教員評価データ入力(記述)要領」等に基づき、5 月末日までに、 

デスクネッツの評価データの様式に入力(記述)する。なお、当該年度当初に採用さ 

れた教員は対象としない(教員は毎年 5 月 1 日現在でウェブサイトの教員紹介デー 

タ(学位・資格、担当科目、研究テーマ、最近の業績または代表的な業績、専門領  

域での活動等)の入力を行っていることから教員紹介データと併せて評価データを  

入力(記述)する)。 

・評価データの記述に関して説明資料がある場合には別途メール添付等により総務 

人事部長に提出する。総務人事部長は説明資料を各学科長・各研究科長 (「各学科 

長等」という)及び学長に送付する。 

  ・学部所属教員のうち研究科教員を兼務している教員については学部及び研究科それ 

ぞれにおける教育研究活動等について評価データに入力(記述)する。 

  ・各学科長等は、総務人事部から付与されるパスワードにより各教員の評価データを  

開き、 6 月中旬までに評価データに各評価項目に係る業績の評価を入力 (記述 ) 

する。 

・各学科長等に係る評価については、学長が評価結果を入力(記述)する。 

4)処遇等への反映方策について 

・学長は各学科長等が入力 (記述)した評価結果に基づき「教育活動」「研究活動」 

「学内外活動」の各項目の業績が特に顕著であると認められる教員に対しては、  

就業規則第 44 条(表彰)第 1 号「職務上の功績が顕著であり他の職員の模範と 
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なる場合」に基づく「表彰制度」を活用して教員表彰を行っていただくよう理事長  

に上申する。 

  ・理事長は学長からの上申に基づき教員表彰を行う。 

・学長は教員表彰を受賞した教員のうち、業績が特に顕著な教員に対してはインセン  

ティブを付与するため学長裁量経費の中から特別教育研究費を配分する。  

 また、本学専任教員の教育研究活動の振興と円滑化を促しその成果の発表のため、平成  

18 年度から毎年度 1 回「東京医療保健大学紀要」を発刊している。紀要に掲載する原著論

文及び研究報告については、学内で投稿募集を行い、紀要委員会の審査を経た後掲載して

おり毎年質の充実を図っている。原著論文が紀要に掲載され発行されるまでの期間を 

短縮するため、原著論文の速報性を重視する観点から、紀要委員会において投稿論文の 

採否についての審査結果が出た後、速やかに採択原著論文を本学ウェブサイトに掲載して 

いる（資料 6-6 http://www.thcu.ac.jp/research/bulletin.html）。審査に当たっては 

原著論文の内容によって適任の学外有識者に査読を依頼している。 

なお、医療保健学研究科においては、医療関連感染に関する研究成果等を発表するため、

毎年度原著論文・短報等を掲載した雑誌を年 2 回発刊している（「医療関連感染 Journa 

of Healthcare-Associated Infection」）。平成 29 年度は「医療関連感染  Journal of 

Healthcare-Associated Infection （Vol.10 №1.September 2017）」を発刊するとともに、

本学ホームページにおいても公表している。 

 

点検・評価項目⑤：教員組織の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。 

また、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っている 

か。 

評価の視点１：適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価 

評価の視点２：点検・評価結果に基づく改善・向上 

 教員組織について、本学の理念･目的を具現化し、教育研究を円滑に実施するため「教員 

組織の編成方針」を定め、大学設置基準及び大学院設置基準に定める教員数を措置し、 

学部･学科・研究科が求める教員像を踏まえ、医療系の大学として関係法令(保健師助産師 

看護師学校養成所指定規則等)に基づき、教育研究に相応しい教員組織を適切に編成・ 

整備している。 

教員組織が適切に機能しているかについては、各学部学科・研究科における教員の 

教育研究活動の取り組み状況について、自己点検・評価を実施しており、具体的には、学

生の学修に関する調査及び学生生活実態調査の結果や教員との面談による意見聴取を実施

し、これを踏まえて、改善・向上に努めている。また、自己点検・評価結果については、

外部有識者で構成するスクリュー委員会に報告し意見を参考に改善に努めている。  

 

（２）長所・特色 

 本学は、専任教員による教員組織のほか「臨床教授等の称号付与規程」により、特に、

看護学科においては、現在わが国最先端医療を実施する中核医療機関であるＮＴＴ東日本

関東病院及び独立行政法人国立病院機構(東京医療センター・災害医療センター等)等の 
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医療人 191 名が臨床教授等として臨床教育に協力し、学生は最先端の高度な医療現場で 

実習を受けている。 

 

（３）問題点 

 なし。 

 

（４）全体のまとめ 

 本学は、平成 23 年度に大学基準協会の大学評価(認証評価)を受審し、その結果を踏まえ、

平成 24 年度に「教員組織の編成方針」及び「教員選考基準」を定め、建学の精神及び理念・

目的に基づき、中期目標・計画を達成するため、適切な教員組織の下、教育研究活動等に

取り組んでいるが、今後も高齢社会の進展に伴う社会のニーズに応じて、看護教育、医療

栄養教育、医療情報教育の重要性が増大することに鑑み、臨床教育を含め、教育の質の 

向上を図るべく教員組織の充実に努めていく。 



 
【資料 6-1】 

東京医療保健大学の教員組織の編成方針 

 

 

本学においては、建学の精神である「科学技術に基づく正確な医療保健の学問的教育・研究及

び臨床活動」、「寛容と温かみのある人間性と生命に対する畏敬の念を尊重する精神」に則り、

時代の求める高い専門性及び豊かな人間性と幅広い教養並びに高い倫理性を備え、これからの

社会が抱える様々な課題に対して、新しい視点から総合的に探求し解決することのできる人材

の育成を図ることを理念・目的としているが、これらの理念・目的を達成するために、教育・

研究を担当するに相応しい能力を有するとともに、熱意を持って、かつ、真摯に教育・研究に

取り組む教員を求めることとし、教員組織の編成方針を定める。 

 

学部・学科・研究科においては、大学設置基準及び大学院設置基準に定める教員数を措置する

とともに、次に定める学部・学科・研究科が求める教員像を踏まえ、医療系の大学として関係

法令に基づき教育課程に相応しい教員組織を適切に編成・整備することとする。 

 

（医療保健学部看護学科） 

① 医療現場におけるチーム医療の中核として活躍できる看護師及び保健師の育成に情熱を 

持って取り組むことができること。 

② 専門領域と関連する臨床現場における実践経験を有していること。 

③ 職位に応じた教育業績と研究業績を有していること。 

④ 大学運営及び社会活動に積極的に参画する意思があること。 

⑤ 専門領域を越えて教育改善のために協力する意思及び能力があること。 

 

（医療保健学部医療栄養学科） 

① 豊かな人間性と教養を持って、社会に貢献できる管理栄養士を目指す学生を育成できること。 

② 医療栄養に関する知識と見識を有すること。 

③ 教育及び研究の成果を持って、履修指導に取り組むことができること。 

④ 社会貢献及び地域貢献に寄与できること。 

⑤ 専門領域以外にも関心を持ち、協調性を持って各種の校務ができること。 

 

（医療保健学部医療情報学科） 

① 生命科学と医療情報学を学ぶ学科を目指して、学生の教育、研究・医療の向上に努めること。 

② 教育と研究において、高い倫理観を持ち、熱意を持って取り組むこと。 

③ 医療及びその関連分野において、現場を理解して実践経験が豊富であること。 

④ 常に新たな研究科目を開発し、医療の情報化・国際化に対応し、学際的な研究に関心を持つ

こと。 
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⑤ 学生を医療情報学の分野で指導的に活躍できる人材として責任を持って社会に送り出す 

ことができること。 

 

（東が丘・立川看護学部看護学科） 

① tomorrow's Nurse の養成に情熱を持っていること。 

② 臨床現場における実践経験が豊富であること。 

③ 教育、研究、社会貢献活動にバランスよく取り組む能力と情熱があること。 

④ 客観的な自己評価を通して、常に自己啓発に努めること。 

 

（医療保健学研究科） 

① 医療関連現場の高度専門職育成に情熱を持っていること。 

② 専門領域に関連する臨床現場の実践経験が豊富であること。 

③ 教育、研究、実践において優れた専門能力を有し、熱意を持って取り組むこと。 

④ 客観的な自己評価を通して、常に自己啓発に努めていること。 

⑤ 専門分野の歴史と最新情報に精通していること。 

⑥ その他、本研究科の教育方針を十分理解し研鑽していること。 

 

（看護学研究科） 

① 高度実践看護職の養成に情熱を持っていること。 

② 臨床現場における実践経験が豊富であること。 

③ 教育、研究、社会貢献活動にバランスよく取り組む能力と情熱があること。 

④ 客観的な自己評価を通して、常に自己啓発に努めること。 

 

附則 

 1. この編成方針は、平成 24年 3月 7日から施行する。 

附則 

 1. この編成方針は、平成 26年 4月 1日から施行する。 

 2. 東が丘看護学部は、学部名の変更に伴い東が丘・立川看護学部となった。 



 【資料 6-2】 

東京医療保健大学教員選考規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、東京医療保健大学の教授、准教授、講師、助教及び助手 

    （以下「教員」という。）の採用及び昇格等に関する選考（以下「選考」

という。）について定めるものとする。 

 

（選考） 

第２条 選考に当たっては、「東京医療保健大学の教員組織の編成方針」に基づき、

本学の建学の精神及び理念・目的を達成するために、教育・研究を担当

するにふわさしい能力を有するとともに、熱意を持って、かつ、真摯に

教育・研究に取り組む教員を求めることとし、学位・資格、教育・研究

業績、臨床経験業績及び学会等の活動業績等を総合的に判断して行うも

のとする。 

 

（教員選考基準） 

第３条 前条の選考は、「東京医療保健大学教員選考基準」に基づき行うものとす

る。 

 

（大学院博士課程教員の資格） 

第４条 大学院博士課程の教員は、次の各号の一に該当し、かつ、その担当する

専門分野に関し、極めて高度の教育研究上の指導能力があると認められ

る者とする。 

（１）博士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有 

し、教育並びに研究上の顕著な業績のある者。 

 （２）研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者。 

 （３）専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者。 

 

（大学院修士課程教員の資格） 

第５条 大学院修士課程の教員は、次の各号の一に該当し、かつ、その担当する

専門分野に関し、高度の教育研究上の指導能力があると認められる者と

する。 

（１）博士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を 

有し、教育並びに研究上の業績のある者。 

（２）研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者。 

 （３）専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者。 
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（教授の資格） 

第６条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、 

    大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認め

られる者とする。 

 （１）博士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を 

    有し、研究上の業績のある者。 

（２）研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者。 

（３）学位規則（昭和 28年文部省令第 9 号）第 5条の 2に規定する専門職学位 

    （外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有し、当該専 

門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者。 

（４）大学において教授、准教授（助教授）又は専任の講師（外国における    

これらに相当する教員としての経歴を含む。）の経歴があり、研究上の 

    業績があると認められる者。 

（５）研究所、試験所、病院・福祉施設等において 10年以上在籍し、研究上の

業績があると認められる者。 

（６）専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者。 

 

（准教授の資格） 

第７条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、

大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認め

られる者とする。 

（１）前条各号のいずれかに該当する者。 

（２）大学において准教授（助教授）、専任の講師又は助教の経歴（外国におけ

るこれらに相当する教員としての経歴を含む。）のある者。 

（３）修士の学位又は学位規則第 5 条の 2 に規定する専門職学位（外国におい

て授与されたこれらに相当する学位を含む。）を有する者。 

（４）研究所、試験所、病院・福祉施設等において 5 年以上在籍し、研究上の

業績があると認められる者。 

（５）専攻分野について、優れた知識及び経験を有する者と認められる者。 

 

（講師の資格） 

第８条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

（１）第 6条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者。 

（２）専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の

能力を有すると認められる者。 

 

（助教の資格） 

第９条 助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、 
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    大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認め 

    られる者とする。 

（１）第 6条各号又は第 7条各号のいずれかに該当する者。 

（２）修士の学位又は学位規則第 5 条の 2 に規定する専門職学位（外国におい

て授与されたこれらに相当する学位を含む。）を有する者。 

（３）専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者。 

 

（助手の資格） 

第１０条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者と 

     する。 

（１）学士の学位（外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。）を

有する者。 

（２）前号の者に準ずる能力を有すると認められる者。 

 

（非常勤講師の資格） 

第１１条 非常勤講師は、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の 

能力を有すると認められる者とする。 

 

 

附 則  

この規程は平成 17年 4月 1日より施行する。 

附 則 

この規程は平成 18年 2月 15日より施行する。 

附 則 

この規程は平成 19年 4月 1日より施行する。 

附 則 

この規程は平成 21年 10月 21日より施行する。 

附 則 

１．この規程は平成 24年 5月 16日より施行する。 

２．この規程の施行に伴い「東京医療保健大学大学院教員選考規程」は廃止する。 



 【資料 6-3】 

 

東京医療保健大学教員選考基準 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、「東京医療保健大学教員選考規程」に基づき、東京医療保健

大学の教員に関する選考基準（以下「教員選考基準」という。）について

定めるものとする。 

 

(教員選考委員会) 

第２条 教員の採用・昇格等に関する選考に当たっては、原則として東京医療保健 

大学人事委員会(以下「人事委員会」という。) に人事委員会委員を構成員

とする教員選考委員会を置くこととする。 

２ 教員選考委員会は、教員選考審査の結果を人事委員会に報告する。 

３ 人事委員会においては、教員選考審査に関する審議を行い、大学経営会議に 

提案する。 

４ 人事委員会及び教員選考委員会における教員選考審査に関する議事内容に 

ついては非公開とする。 

 

（採用） 

第３条 教員の採用については、原則として公募により、選考を行う。 

  ２ 教員採用の選考審査に当たっては、職位に応じて、原則として別に定める 

    教育・研究業績の提出を求めることとし、学位・資格、教育・研究業績、 

    臨床経験業績及び学会等の活動業績等を総合的に判断して行うものとする。 

  ３ 定年退職者の後任補充に伴う採用に係る公募については、原則として、採用

予定月日の 6か月前から開始する。 

  ４ 前号以外の採用に係る公募については、原則として、採用予定月日の 3か月

前から開始する。 

  ５ 公募の期間は、概ね 2週間から 3週間とする。 

  ６ 公募による応募者がない場合には、再公募を行う等を含め、人事委員会に 

    おいて協議の上、決定する。 

 

（昇格） 

第４条 教員の昇格審査は、原則として各学部長・各学科長及び各研究科長（以下、

「学部長等」という。）からの申し出により、選考を行う。 

  ２ 教員の昇格審査は、学位・資格、教育・研究業績及び貢献度業績等（学生募

集・就職支援・委員会活動及び社会的活動実績等）に基づいて行う。 

  ３ 前号の昇格審査に当たっては、職位に応じて、原則として前条第 2項に定め

る教育・研究業績の提出を求めることとする。 
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（学内異動） 

第５条 教員の学内異動（前条に定める昇格を除く）が必要となる場合には、原則と 

    して学部長等からの申し出により、選考を行う。 

 

（その他） 

第６条 この教員選考基準に定めるほか、教員選考に関して必要となる事項について

は大学経営会議において定めることとする。 

 

附 則 

 この教員選考基準は平成 24年 5月 16日から施行する。 

附 則 

 この教員選考基準は平成 26年 4月 1日から施行する。 

 



 

 

【資料 6-4】 

29.5.24 

学科長会議 

 

平成 29年度「学生による授業評価」実施要綱 

 

第 2 期中期計画の【9】に基づき、平成 29 年度において、医療保健学部及び 

東が丘・立川看護学部の学生を対象に、学生による授業評価を以下のとおり 

実施いたします。なお、大学院においてもこの実施要綱に準じて授業評価を 

実施することといたします。 

１ 目 的  

  学生による授業評価を実施し、その結果を分析・評価することにより、 

カリキュラムの見直し、教育力の向上及び授業内容・方法の改善・充実に 

資する。 

２ 対象授業  

  ○以下の全授業科目 

  ・医療保健学部看護学科、医療栄養学科、医療情報学科 

・東が丘・立川看護学部看護学科 

・大学院医療保健学研究科及び看護学研究科 

３ 実施時期  

  原則として、各セメスターの最終授業日とする。 

４ 実施方法  

  ○授業担当教員の了承を得て、事務局から授業評価質問用紙(講義・演習 

科目用又は実習・実験科目用)を配布し、原則としてその場で記入させた 

後、回収する。ただし、授業科目によっては、質問用紙を学生に配布し 

ペーパーボックス(事務局前設置)により回収する。 

  ○質問用紙はマークシート方式により記入し、集計する。 

５ 評価項目（講義・演習科目用／実習・実験科目用） 

（１）あなた自身について 

（２）授業(実習・実験)内容について 

（３）教員の教え方・姿勢について 

（４）総合評価 

（５）自由記述 等 

６ 評価結果の分析及び公表等  

○学部の本年度前期実施分の学生による授業評価結果について、次年度の 

授業方法等の工夫改善に役立ててもらうため、年末までに各教員に 

お渡しする。 

個々の授業評価結果については、当該授業担当の教員が分析を行う。 

○また、前年度(平成 28年度)実施分の授業評価結果については、各教員の 

感想等を取りまとめて各学科長等が分析等を行った後、10 月を目途に 

公表する。 



 

 

【資料6-5】 

FD活動の一環として外部講師を招いての講演会等の実施一覧（平成 27年度～平成 29年度） 

実施年度 平成 29年度 

実施日時 29.6.2(金) 
29. 8. 2(水) 

16:30～18:00 

29. 10. 25(水) 

13:00～14:00 

実施場所 世田谷校舎 五反田校舎 世田谷校舎 

主 催 医療情報学科 大  学 動物実験委員会 

テ ー マ 
患者シミュレータの操作 

プログラムの講習 

 

科研費改革の動向 

 

平成 29年度動物実験講習会 

講 師 

レールダルメディカル 

ジャパン株式会社 

エジュケーショナル 

サービス スペシャリスト 

伊藤 文香 氏 

文部科学省研究振興局 

学術研究助成課 

井上 賢一 課長補佐 

東京大学本部 

ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ研究倫理支援室 

三浦 竜一 教授 

対 象 者 医療情報学科教員 教職員・院生 

 

教職員・院生・学生 

参加者数 8名 84名 24名 

 

 

実施年度 平成 28年度 

実施日時 28.10.11(火) 
29.1.6(金) 

10:40～15:30 

29.3.6(月) 

13:30～14:30 

実施場所 
五反田キャンパス 

（世田谷キャンパスに中継） 
五反田校舎 五反田校舎 

主 催 
医療情報学科 

（後援：国際交流センター） 
西垣講師 看護学科教務委員会 

テ ー マ 
米国公衆衛生局における 

診療情報管理の役割 

「パフォーマンス評価の考え 

方と進め方 

―パフォーマンス課題と 

ルーブリックの活用―」 

カリキュラム評価の基本 

講 師 

米国公衆衛生局 

メディケア・メディケイド 

サービスセンター 

テクニカルディレクター 

ゴドウィン・オディア 大佐 

京都大学教育学研究科 

西岡 加名恵 准教授 

大阪大学全学教育推進機構 

教育学習支援部 

佐藤 浩章 准教授 

対 象 者 医療情報学科教員・学生 本学看護学科教員 
看護学科全教員、教務部、 

大学教務委員、事務局長、学長 

参加者数 23名 24名 40名 
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実施年度 平成 28年度 

実施日時 
28. 7. 22(金) 

13:00～14:30 

28. 8. 5(金) 

16:30～18:00 

28. 9. 28(水) 

13:00～14:00 

実施場所 国立病院機構ｷｬﾝﾊﾟｽ 五反田校舎 世田谷校舎 

主 催 国際交流委員会 大  学 動物実験委員会 

テ ー マ 命をまもり未来をつなぐ 「科研費」の最近の動向 平成 28年度動物実験講習会 

講 師 
ＮＰＯジャパンハート 

武内 三惠 理事 

独立行政法人日本学術振興会 

研究事業部研究助成第一課 

中山  亮 課長 

東京大学医科学研究所 

実験動物研究施設 

佐藤 宏樹 助教 

対 象 者 教職員・院生・学生 教職員 教職員・院生・学生 

参加者数 15名 61名 24名 

 

 

実施年度 平成 27年度 

実施日時 
27. 8. 5(水) 

16:30～18:00 

27. 9. 30(水) 

13:00～14:00 

27. 10. 7(水) 

16:30～18:00 

実施場所 五反田校舎 世田谷校舎 五反田校舎 

主 催 大  学 動物実験委員会 大  学 

テ ー マ 
文科省科学研究費助成金申請

に向けた準備の仕方 
平成 27年度動物実験講習会 

平成 2 7 年度研究倫理に 

関する研修会 

講 師 

東京女子医科大学看護学部 

成人看護学領域 

飯岡 由紀子 教授 

東京大学医科学研究所 

実験動物研究施設 

佐藤 宏樹 助教 

東京大学医科学研究所 

研究倫理支援室公共政策研究分野 

神里 彩子 特任准教授 

（法学博士） 

対 象 者 教職員 教職員、実験者、飼育者 教職員・院生・学生 

参加者数 66名 23名 130名 

 


